
無料低額宿泊所の設置者（設置予定者）用

無料低額宿泊所の手続の主な流れと留意点

無料低額宿泊所の構想
事業内容等の具体化
関係法令の適合の確認
事業範囲の該当の確認

・無料低額宿泊所とは、生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅

を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設であり、基

本的に一時的な居住の場です。

・札幌市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例（以下「条例」とい

う。）により、事業範囲、設備及び運営の基準等を確認の上、施設の運営方針や

入居者への支援などの事業内容を具体的に検討してください。

・施設は、建築基準法や消防法等の法令に適合する必要があります。

・有料老人ホームの要件に該当する施設については、有料老人ホームとして届出

を行う必要があります。

・有料老人ホームなど他の法令で規制等が行われている施設の要件に該当せず、

条例で定める事業範囲に該当する場合、無料低額宿泊所としての手続を進める

必要があります。

▼
札幌市との事前協議

・札幌市（保護自立支援課）に対して、事前協議書に関係書類を併せて提出し、

事前協議を行ってください。

▼

福祉事務所への説明
近隣住民等への説明

・施設を管轄する福祉事務所（各区の保護課）及び近隣住民等に対して、事業運

営等について説明を行ってください。

・福祉事務所に対しては、届出した後の連携や協議を想定し、入居者毎の契約期

間、居宅生活への移行可能性、サービスの提供状況、金銭管理の状況等につい

て、必要に応じて情報提供を行ってください。

▼

札 幌 市 へ の 届 出
・札幌市に対して、開始届に関係書類を併せて提出し、届出を行ってください。

・札幌市から事業運営の基本意識や留意点等についての説明を受けて、内容を確

認してください。

▼

事 業 開 始

・社会福祉法や条例等の関係法令や国からの通知を遵守するとともに、事業運営

等の状況やその経過が第三者に分かるように記録等の適切な整備に努めてく

ださい。

・日頃から事業運営等の状況について自己点検を行い、改善を要する場合は必要

な措置を講ずるよう努めてください。

▼

札幌市による実地検査

・届出後１年以内（その後は定期的）に、札幌市が施設の実地検査を行います。

・実地検査時に、事業運営等の状況とともに、記録等の整備状況や内容について

確認を受けることとなります。

・実地検査の結果によっては、札幌市が、改善報告書の提出を求める場合、改善

命令を発出する場合や再度実地検査を行う場合等があります。

▼

札幌市への定期報告
・毎年７月末日までに、札幌市に対して、前年度分の決算書（施設毎の内訳が把

握できない場合は、決算書のほか、施設毎の貸借対照表及び損益計算書）その

他札幌市が指定する書類を提出してください。


